
令和 7 年度  第 8 回 

郡 市 医 師 会 長 会 議                
                日時 令和 7 年 12 月 18 日（木）  
                   16 時 00 分～  
                場所 5 階 大会議室  
 
   会 長 挨 拶          

 
 
 
 
   協 議 事 項         
 １ 次期埼玉県医師会代議員の議席の指定について  
  桃木常任理事                  
 
 

２ 会長･副会長･常任理事協議事項について  
 
 

【郡市医師会長検討事項】  
 
 
   報 告 事 項         
 １ 第 183 回埼玉県医師会臨時代議員会の次第について  
  桃木常任理事                     
     日時：令和 8 年 3 月 19 日（木）14:30～  

場所：埼玉県県民健康センター  2 階  大ホール  
 
 

２ 医療事故調査制度の相談事案（令和 7 年 8～10 月分）について  
  松本常任理事                  
     ※件数 8 月：2 件、9 月：0 件、10 月：0 件  
 
 
 



 ３ 診療に関する相談件数等について（令和 7 年 11 月分）  
  松本常任理事  
     ※件数 3 件  
 
 
 ４ 元保険医療機関への対応について 

  小室常任理事                   関東信越厚生局 

 
 
 ５ 更新時集団指導（医科）の実施について 

  小室常任理事                   関東信越厚生局 

 
 
 ６ 埼玉県医師会グループ生命保険の加入状況について（資料なし） 

  髙木常任理事                   

 
 
 ７ 会長･副会長･常任理事報告事項について 

 
 
 
 
 そ の 他         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

次期埼玉県医師会代議員の議席の指定について 

（資料なし） 

 

 

次期代議員の任期 

令和８年２月１日～令和１０年１月３１日 

 

 

桃木常任



 

第１８３回 埼玉県医師会臨時代議員会 次第 

 

日時 令和８年３月１９日（木）午後２時３０分 

場所 埼玉県県民健康センター ２階 大ホール 

 

１．開 会 

 

 

１．臨 時 議 長 選 出 

 

 

１．議事録署名委員指名 

 

 

１．会 長 挨 拶 

 

 

１．埼玉県医師会代議員会議長及び副議長の選定 

 

 

１．議 事 

第 1号議案 日本医師会代議員及び予備代議員の選出について決議を求める件 

 

第２号議案 令和７年度埼玉県医師会会員の会費減免申請に関し承認を求める件 

 

第３号議案 令和８年度埼玉県医師会会員の会費減免申請に関し決議を求める件 

 

１．報 告 事 項 

（１）令和８年度埼玉県医師会事業計画 

 

（２）令和８年度埼玉県医師会収支予算 

 

 

１．会 長 挨 拶 

 

 

１．閉 会 

 

桃木常任



 

 

 

 

 

 

 報道関係者 各位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元保険医療機関への対応について 

 

 令和７ 年 11 月 19 日、 関東信越地方社会保険医療協議会において、「 保険医療機関の指定の取消

相当」 について、 こ れを妥当と する 建議があり ま し た。  

 こ れを受け、 関東信越厚生局長は、 以下のと おり 対応し ま し たのでお知ら せし ま す。  

 

【 内容】  

保険医療機関の指定の取消相当 

（ １ ） 名      称   医療法人社団 颯心会  

アイ コ ールメ ディ カル在宅ク リ ニッ ク  

（ ２ ） 所 在 地   東京都立川市曙町一丁目 30 番 12 号 

               Ｊ Ｐ ト ラ ス ト ビル２ 階 

（ ３ ） 開 設 者   医療法人社団 颯心会 理事長 吉野 美裕紀 

（ ４ ） 指定取消相当年月日   令和７ 年 11 月 21 日 

※ 当該保険医療機関は、令和６ 年５ 月 31 日付けで保険医療機関の廃止をし ている こ と

から 指定の取消相当の取扱いと する も のです。 指定の取消相当の取扱いと は、 指定取

消の行政処分と 同等の取扱いをする も のです。  

 

【 取消相当に至った経緯】  

令和２ 年２ 月から 令和３ 年３ 月にかけて審査支払機関及び保険者等から 情報提供があり 、 そ

の内容は、 受診し ていないにも かかわら ず受診し たこ と になっている も のや、 保険診療では原

則認めら れない 16 キロ メ ート ルを超える 往診を行っている と いう も のであった。  

個別指導の実施通知を送付し たと こ ろ、 正当な理由なく 欠席し たこ と に加え、 不正な診療及

び不正な診療報酬請求が強く 疑われたため、令和４ 年２ 月から 令和７ 年１ 月ま で計 14 日間の監

査を実施し 、 結果と し て「 取消相当の主な理由」 に記載し た事実を確認し た。  

令和７ 年 11 月 20 日 

【 照会先】  

 関東信越厚生局東京事務所 

 指導課 西賀、 川端、 半田 

 電話 03-6692-5126 

東京都保健医療局 保健政策部 

国民健康保険課 宮川、 黒澤 

 電話 03-5320-4170 

 都庁内線 34-610 

 

小室常任



 

【 取消相当の主な理由】  

当該保険医療機関の監査を実施し た結果、 以下の事実を確認し た。  

（ １ ） 実際には行っていない保険診療を行ったも のと し て診療報酬を不正に請求し ていた。

（ 架空請求）  

（ ２ ） 実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増し て、 診療報酬を不正に請求

し ていた。 （ 付増請求）  

（ ３ ） 保険診療と し て認めら れないも のを、 保険診療を行ったも のと し て診療報酬を不正に

請求し ていた。 （ その他の請求）  

 

【 診療報酬の不正請求額】  

監査で判明し た不正件数、 金額は次のと おり 。  

件   数   ３ 件 

不正請求額   １ ， ４ ３ ８ ， ０ ７ ３ 円 

※ なお、 監査で判明し た以外の分についても 不正請求等があったも のについては、 監査

の日から ５ 年前ま で遡り 、 保険者等へ返還さ せる こ と と し ている 。  



小室常任






